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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明ユニットによって提供される照光を制御するための制御装置であって、
　第１の音のパラメータの値を取得し、
　第２の音のパラメータの値を取得し、
　少なくとも前記第２の音の前記パラメータの前記値に前記パラメータの基準値を基づか
せ、
　前記パラメータの前記基準値からの前記第１の音の前記パラメータの前記値の偏差を求
め、
　前記偏差に基づいて前記照光を調節し、
　前記制御装置は、更に、
　前記パラメータのしきい値を取得し、
　前記第１の音の前記パラメータの前記値を前記パラメータの前記しきい値と比較し、
　前記第１の音の前記パラメータの前記値が前記しきい値よりも高い場合にのみ前記照光
を調節する、制御装置。
【請求項２】
　第３の音のパラメータの値を取得し、
　更に前記第３の音の前記パラメータの前記値に前記パラメータの前記基準値を基づかせ
る、請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
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　前記第１の音の前記パラメータの前記値には前記パラメータの前記基準値を基づかせな
い、請求項１又は２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記第２の音の前記パラメータの前記値を前記パラメータの前記しきい値と比較し、
　前記第２の音の前記パラメータの前記値が前記しきい値よりも高い場合には、前記第２
の音の前記パラメータの前記値には前記パラメータの前記基準値を基づかせない、請求項
２又は３に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記パラメータの前記基準値を基づかせることが、少なくとも前記第２の音の前記パラ
メータの前記値を含む、前記制御装置によって取得された音の前記パラメータの前記値の
平均値を求めることを含む、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記照光を調節することが、照光色温度、照光強度、照光方向、及び照光パターンの１
つ又は組合せを調節することを含む、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記偏差に基づいて前記照光を調節することが、前記偏差に比例して前記照光を調節す
ることを含む、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の制御装置。
【請求項８】
　前記制御装置が、前記第１の音の前記パラメータの前記値の取得又は前記第２の音の前
記パラメータの前記値の取得と前記照光の前記調節との間の遅延時間の経過後に、前記照
光の調節を開始する、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の制御装置。
【請求項９】
　前記第１の音の前記パラメータの前記値を取得することと、
　前記パラメータの前記基準値からの前記第１の音の前記パラメータの前記値の偏差を求
めることと、
　前記偏差に基づいて前記照光を調節することと、
を少なくともそれぞれ含む連続するサイクルを実施する、請求項１乃至８のいずれか一項
に記載の制御装置。
【請求項１０】
　更なる照明ユニットによって提供される更なる照光を制御するための請求項１乃至９の
いずれか一項に記載の制御装置であって、
　少なくとも前記第１の音の前記パラメータの前記値に前記パラメータの更なる基準値を
基づかせ、
　前記パラメータの前記更なる基準値からの前記第２の音の前記パラメータの前記値の更
なる偏差を求め、
　前記更なる偏差に基づいて前記更なる照光を調節する、制御装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載の制御装置と、
　空間の第１の部分に前記照光を提供するための前記照明ユニットとを備える、照明シス
テム。
【請求項１２】
　前記空間の前記第１の部分で前記第１の音を検出するための第１の音響検出器を更に備
える、請求項１１に記載の照明システム。
【請求項１３】
　前記空間の第２の部分で前記第２の音を検出するための第２の音響検出器を更に備え、
前記空間の前記第１の部分が、前記空間の前記第２の部分とは異なる、
請求項１１又は１２に記載の照明システム。
【請求項１４】
　照明システムが、請求項１乃至９のいずれか一項に記載の更なる制御装置を更に備え、
前記更なる制御装置が、照明ユニットによって提供される前記照光を制御するのではなく
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、更なる照明ユニットによって提供される更なる照光を制御するためのものであり、前記
偏差が、更なる偏差であり、前記第１の音と前記第２の音が、前記更なる制御装置に関し
て交換され、
　照明システムが、前記空間の第２の部分に前記更なる照光を提供するための前記更なる
照明ユニットを更に備え、前記空間の前記第１の部分が、前記空間の前記第２の部分とは
異なり、
　照明システムが、前記空間の前記第２の部分で前記第２の音を検出するための第２の音
響検出器を更に備える、
請求項１２に記載の照明システム。
【請求項１５】
　前記空間内で前記第１の部分に指向性音声出力を提供するためのスピーカシステムを備
える、請求項１１乃至１４のいずれか一項に記載の照明システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明システム用の制御装置、制御装置を含む照明システム、並びに、制御装
置及び／又は照明システムを使用して空間を照光する方法に関する。本発明は、例えばオ
ープンプランオフィスなど、人の活動によって引き起こされる音響レベルが能動的に制御
され、好ましくは許容範囲内のレベルで保たれることが望まれるあらゆる種類のオープン
プランスペースの照光に有用である。
【背景技術】
【０００２】
　オープンプランオフィスで働くオフィス労働者の数はますます増えている。そのような
オフィスにおいて、更には他の状況で、よくある不平は、うるさく感じて気が散る周囲の
音により、仕事に支障が出るというものである。オープンプランオフィス内で最も気が散
る音源は、話声、特に人々の（気軽な）会議から生じる話声である。会議の参加者は、高
レベルの会話了解度を有する必要があるが、会議に参加していない他の人々は、（望まし
くない）話声をうるさく感じ、気を散らされる。
【０００３】
　話声による支障を低減するための従来の手段は、デスク間の壁で音を遮断及び／又は吸
収することである。これはかなり効果的であり得るが、空間の開放性、及びこれがオープ
ンプランオフィス内の人々の共同作業にもたらす利益をなくす。また、話声による支障は
、音響マスキング（追加雑音）によっても低減され得る。これは、空間の開放性を保つが
、オフィス内の全般的な音響レベルを高める。
【０００４】
　本出願人によって提案される一手法は、増幅された出力が指向性で提供される、局所音
響増幅を提供することである。このようにすると、局所音声増幅は、例えばミーティング
テーブルの上方で、その環境内での会話の可聴性を改良する一方で、隣接する領域への妨
害を低減するために使用される。この手法は、増幅システムによって、ユーザがより小声
で話し、それでも局所領域内で聞き取れるようにする。しかし、騒音レベルが増加する場
合、このシステムのユーザは、自分達の会話が近くにいる人々の迷惑になるほど大声であ
ることを知覚しないことがある。
【０００５】
　また、領域内で行われる活動に合った照明を領域に提供することを狙いとする照明シス
テムの例も幾つかあり、この活動は、測定された音に基づいて検出され得る。例えば、米
国特許出願公開第２００６００７１６０５Ａ１号は、人々の「活動」が例えばマイクロフ
ォンを使用して測定され、光源を制御するためにこれが使用されるシステムを開示する。
これは、例えば特定の作業に光を適合させるものである。米国特許出願公開第２０１００
１９４３１４Ａ１号は、空間の「雰囲気」を変えるために、測定された音に基づいて照明
が調節され得ることを開示する。
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【０００６】
　オープンエリアの一部で人々が発する騒音レベルが、隣接する領域にいる他の人々にと
って耳障りであるという問題が依然として残っていることがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、前述した騒音妨害問題を低減させることである。この目的は、独立請
求項によって定義されるように本発明によって実現される。従属請求項は、有利な実施形
態を定義する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、照明システム用の制御装置、制御装置を含む照明システム、及び制御
装置及び／又は照明システムを使用して実施され得る空間を照光する方法が提供される。
【０００９】
　制御装置は、１つ又は複数のパラメータの複数の値を取得することが可能であり、それ
らのパラメータは、音（第１及び第２の音）に関する音響特性であり、これらの音は、空
間内の異なる位置からのものでよく、異なる位置で検出される。次いで、制御装置は、あ
る音（第２の音）のパラメータの値の１つを基準値として使用して、空間内の別の位置か
ら生じる他の音（第１の音）のパラメータの値（音）がその基準値からずれているかどう
かチェックすることが更に可能である。従って、第２の音の値は、第１の音と比較するた
めに背景音の尺度を提供することができる。次いで、制御装置は、求められた偏差に基づ
いて、第１の音が検出された位置で照光を調節することが可能である。
【００１０】
　この機能により、制御装置は、照明システムによって提供される照光／照明を、例えば
音響レベルが背景音レベルを超えている空間の一領域に適合させることが可能であり、そ
れにより、その音響レベルを生じている人々が、例えば声の大きさを下げることによって
、音発生を減少するように促される。このとき、第２の音が検出された空間の領域にいる
人々は、他の領域にいる人々からの音響／騒音妨害が低減したと感じる。この効果は、訓
練によって得られる習得された挙動によって引き起こされ得る。より特定的には、照光の
調節は、照光の変化でよく、人々は、騒音レベルを下げる必要があるという指示としてそ
の変化を認識するように訓練されている。例えば、照明は、特定の色に、若しくは特定の
色に向かって（例えば１つの色から別の色に）変化してよく、又は周期的な明暗など認識
される強度パターンに従うことがある。光の明滅が採用されてもよい。また、本発明は、
照光が減衰されるときに人々が自然と声を落とすようなより直感的なメカニズムを開発す
るためにも使用され得る。
【００１１】
　従って、一般に、本発明は、音響レベルの変化を促すように設計された、変化される照
明条件の使用を可能にし、ここで、好ましい効果は、音響レベルが検出された照明ユニッ
トの近傍での音響レベル（これは、部屋の他の領域内の人々に対する騒音として知覚され
る）の減少である。
【００１２】
　制御装置は、照明システムが、空間又は部屋の一部にいる１グループの人々に提供され
る照明信号においてフィードバックを提供することを可能にする。上記のように、フィー
ドバックは、グループの位置での音響レベルと基準値との差に基づき、従って信号は、そ
の位置での話声レベルの変更を誘発し、それにより部屋内での音響レベル間の全般的な差
が減少し得る。基準騒音レベルは、アクティブな基準騒音レベルである。従って、照明シ
ステムは、人々に、部屋内の全般的な会話騒音レベルに基づいて会話の声量を下げるよう
に促す。
【００１３】
　本発明では、音の特性パラメータは、限定はしないが、音響レベル、音響周波数範囲、
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音響リズム、ピッチなどでよい。照光フィードバックは、これらのパラメータの１つ、又
はそれらの２つ以上の組合せに基づいていてよい。従って、フィードバックを提供するた
めに複数のパラメータが使用され得る。１つの好ましいパラメータは、音響レベルであり
、これは、照光フィードバックによって空間内の音響レベルに影響を及ぼす機会を与える
。代替として、パラメータとして、音響周波数範囲が、単独で、又はフィードバックを提
供するための音響レベルパラメータと組み合わせて使用され得る。これは、より低い周波
数の音よりも耳障りなことがあるより高い周波数の音を含むものなど、幾つかのタイプの
音に対するフィルタリングを可能にする。
【００１４】
　制御装置によってパラメータの値を取得することは、任意の種類の通信タイプ及びデバ
イスによるパラメータ値の受信を含むことがある。代替として、パラメータの値を取得す
ることは、音を表現する信号（例えば電気信号）を受信すること、及び制御装置によるそ
のような信号からパラメータ値を決定することを含むことができる。例えば、特定の電気
信号データから音響レベルが求められ得る。これを達成するために、制御装置でソフトウ
ェアが実装され得る。
【００１５】
　基準値からのパラメータの値の偏差を求めることは、差の計算、又はその値と基準値と
の商の計算及びその後の標準値（１など）との比較でよい。他の方法も採用され得る。好
ましくは、差分計算が行われる。周波数範囲が関係するときには、偏差は、音響分析で一
般的な様式での周波数範囲の比較及び周波数範囲間の区別を含むことがある。偏差を求め
るために、範囲の最大又は最小周波数が使用され得る。又は、範囲間の非重畳領域が使用
されてもよい。
【００１６】
　パラメータの基準値を基づかせることは、幾つかのオプションを含むことがある。一実
施形態では、第２の音のパラメータの値は、基準値が平均の音を表すように、空間内の複
数の位置で検出された複数の音のパラメータの平均値でよい。別の実施形態では、パラメ
ータの基準値は、第１の音及び第２の音（任意選択的に第３の音を含む）のパラメータの
値から求められる平均値である。この実施形態では、パラメータの異なる値の平均値を求
めるのは制御装置である。基準値が、ある位置の周囲背景のみを実際に表現するように、
第１の音のパラメータの値が基準値から除外され得る。
【００１７】
　音のパラメータの値は、偏差を求める前に平均化され得る。代替として、第２の音のパ
ラメータの値に対する第１の音に関する偏差及び第３の音に関する偏差など、求められる
複数の偏差があり得、その後、調節に使用される偏差を取得するために、それらの偏差が
平均化される。
【００１８】
　少なくとも第２の音のパラメータの値にパラメータの基準値を基づかせるための他のア
ルゴリズムが使用され得る。自己学習型のアルゴリズムも使用され得る。ニューラルネッ
トワーク型の構成も可能である。
【００１９】
　制御装置によってパラメータのしきい値を取得することは、制御装置の一部であるメモ
リからパラメータに関する値をロードすることを意味することがある。しきい値は、好ま
しくは、ユーザによって、例えば入力デバイスを使用することによって設定され得る（場
合により、適用可能な場合にはメモリに記憶され得る）。従って、例えば、しきい値は、
音響レベルに関する、又は音の周波数に関する上限値でよい。パラメータのしきい値は、
背景音に関する限度を設定できるようにする。従って、例えば（第２の音によって表され
る）背景音が、しきい値が表す値よりも既に大きい場合、制御装置は、これをチェックし
、チェックの結果に基づいて、背景音を表すための第２の音のパラメータに関する値では
なくしきい値に基準値を設定するように構成され得る。この設定は、永久的でも、一時的
でもよい。しきい値に対する基準値のそのようなチェック及び設定は、上述した他のパラ
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メータの１つ又は複数に関しても行われ得る。
【００２０】
　代替又は追加として、しきい値又は更なるしきい値は、照光の実際の調節が行われる前
に最小偏差を定義するために使用され得、基準値に対する第１の音のパラメータの値の求
められた実際の偏差がこの最小偏差を超える必要がある。従って、照光の調節が緩衝され
、即ち、照明調節による実際のフィードバックが行われずに、限度内で何らかの所定の偏
差が生じることが許される。限度内のパラメータ値の偏差は、比較的迷惑ではないものと
知覚され得、従って、この実施形態では、照光調節自体が迷惑なものにならないようにし
ながら、照光変化を使用してフィードバック間のバランスを提供する。この実施形態は、
より安定した照光を提供する。
【００２１】
　好ましくは、音響信号の平均パラメータは、しきい値パラメータ値を超えないパラメー
タのみから求められる。制御装置は、パラメータの値がしきい値よりも高いかどうかチェ
ックし、次いで、基準値を基づかせるためにそれらの値を廃棄することを決定するように
構成され得る。
【００２２】
　制御装置は、典型的には、仕事をしている、又は照光及びある程度の静けさを必要とす
る活動を行っている人々がいる一方で、話をする必要がある、又は騒音などの耳障りな音
を引き起こし得る活動を行う必要がある人々もいる、オープンプランオフィスや病院環境
などオープンプランルーム／空間内で照光を制御するための制御装置である。
【００２３】
　制御装置は、典型的には、電気回路及び／又は集積回路を備える電子デバイスである。
これらは、当技術分野で知られている方法を使用して製造され得る。電子機器は、本発明
によって定義される機能を実現する構成要素を有するように設計される。
【００２４】
　制御装置は、パラメータの値を取得するための通信デバイスを備えることができる。１
つ又は複数の制御装置の相互間、又は制御装置と音響センサとの間での音響信号又は音の
パラメータの値を含む音響データの通信は、有線でも無線でもよい。配線は、専用の配線
、又はＵＴＰケーブルなど他の目的で既に存在する配線、更には、例えば照明ユニットも
駆動される電力網でよい。無線の場合には、制御装置は、少なくとも、音響データを取得
するための受信機を備える。好ましくは、特に、相互に通信するより多くの制御装置が照
明システム内にあるとき、制御装置は、音響データを送信するための送信機も備える。
【００２５】
　通信は、通常の無線通信プロトコル又は規格によって行われても、目視できるように放
射光（例えば、１００ＭＨｚのＰＷＭ　ＬＥＤを使用する）によって行われてもよい。従
って、音響信号又は音のパラメータの値の通信は、光符号化によって行われ得る。
【００２６】
　制御装置は、互いに異なる位置を照光することが可能な１つ又は複数の照明ユニットの
照光を調節することが可能な中央制御装置でよい。各照明ユニットは、例えば上述した通
信デバイス（送信機）によって中央制御装置と通信するように適合され、中央制御装置は
、それにより照明ユニットのいずれか１つの調節を決定する。
【００２７】
　代替として、ただ１つの照明ユニットを制御するように特化された制御装置が存在して
もよい。従って、照明システムごとに制御装置が存在してもよく、このとき、制御装置は
、専用の照明ユニットを調節するための音響データを相互に通信するように適合される。
【００２８】
　照明システムは、好ましくは、例えばオープンプランオフィス照明システム又は病室照
明システムなどオープンプランルーム照明システムである。照明システムは、本発明によ
る制御装置を有する。
【００２９】
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　照明システムは、照明器具を備えることがあり、又は照明器具でよく、照明器具は、更
に、照明ユニットと、照明ユニットを制御するための制御装置と第１の音を検出するため
の音響検出器との一方又は両方とを備える、又は組み込む。この照明器具は、独立した第
２の音響検出器、又は第１の照明器具の第２の音響検出器の役割を果たすことができる音
響検出器を備える更なる照明器具と共に使用され得る。
【００３０】
　照明システムは、好ましくは、それらの音響データを互いに通信する複数の個別の照明
器具を有する。従って、システムは、異なる制御装置によって、各照明ユニットごとの音
検出を有する。
【００３１】
　一実施形態では、照明システムは、照明ユニット及び個別の更なる照明ユニットを制御
することが可能な中央制御装置を備える。照明ユニットは、照明器具内で音響検出器と一
体化され得る。各音響検出器がその音響データを中央制御装置に通信し、中央制御装置は
、関連の音響検出器に基づいてそれぞれの異なる照明ユニットを制御する。
【００３２】
　従って、上記の照明システムでは、照明ユニット及び音響検出器が空間に分布されると
きに、音響検出器は、空間にわたって音をマップすることが可能な音の分布検出を可能に
し、それと同時に、分布された照明ユニットは、空間の様々な位置で、そのような位置で
検出された音と他の位置で検出された音の１つ又は複数との差に基づいて照光の調節を可
能にする。
【００３３】
　１つ又は複数の音響検出器は、本明細書で前述したように各照明器具に組み込まれてよ
く、その利点は、照明ユニットが、照明ユニットによって提供される照光の近傍で音を検
出する関連の音響検出器を有することである。照明器具の単純な分布が、効果的な照明制
御システムを提供する。代替として、音響検出器は、やはり照明ユニットが照光する位置
で音を検出するように、例えば天井／照明の高さではなく床又はデスクの高さに、照明ユ
ニットから離して取り付けられてもよい。
【００３４】
　照明ユニットは、行われる照光の調節に鑑みて必要とされる照光効果を提供するのに適
した任意の種類の照明要素を含んでよい。従って、色が変化される必要がある場合、要素
は、異なる色が提供され得るようなものでなければならず、これは、例えば、互いに異な
る色を提供するための少なくとも２つの照明要素を提供することによって成される。好ま
しくは、照明要素は、発光ダイオード（ＬＥＤ）ベースのランプを備える。照明の方向が
調節中に変化されなければならない場合、光学素子の出力ビームを指向するのに適したデ
バイスが含まれなければならない。これは、ミラーやレンズなどの光学素子、又は照明要
素全体の方向を変えるステージを使用して実施され得、ビーム指向要素は、制御装置によ
って制御され得る。
【００３５】
　更に、照明システムは、照明器具に関連付けられる領域に指向性音声出力を提供するた
めの、照明ユニットに関連付けられるスピーカを備える指向性音響増幅システムを備える
ことができる。これは、人々がより小声で話をできるようにする局所音声増幅の提供を可
能にする。
【００３６】
　このとき、１つの照明ユニットに関連付けられるスピーカに関するスピーカ増幅は、騒
音検出システムによって検出される照明ユニットの近傍での騒音に基づいて制御され得る
。例えば、検出された騒音レベルがしきい値（照光制御に関するものと同じしきい値でも
、異なるしきい値でもよい）を超えた場合に増幅が増加され得る。
【００３７】
　一実施形態では、照明システムは、照明ユニットに関連付けられるスピーカを備える指
向性音響増幅システムを更に備える。照明ユニットに関連付けられるスピーカに関するス
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ピーカ増幅は、照明ユニットの近傍での音に基づいて制御され得る。好ましくは、照明ユ
ニットの周囲で検出される音響レベルがしきい値レベルを超える場合に増幅が増加される
。
【００３８】
　特許請求の範囲において、制御装置の対応する特徴は、照明システム及び／又は方法で
の特徴として存在してもよく、照明システム及び／又は方法に関して述べた利点を伴う。
【００３９】
　次に、添付図面を参照して、本発明の幾つかの例を述べる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明による模式的な例示的制御装置を示す図である。
【図２】本発明の照明システムの第１の例を示す図である。
【図３】本発明の照明システムの第２の例を示す図である。
【図４】本発明の照明システムと組み合わせて使用され得る指向性音響増幅システムを示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　図１Ａに、本発明による制御装置１００の第１の例が概略的に示されている。制御装置
は、第１の音響検出器１０４からの第１の音響データ１０２のための入力部と、第２の音
響検出器１０８からの第２の音響データ１０６のための入力部とを備えて構成される。こ
の場合の音響データは、例えばアナログ又はデジタル信号の形態で検出される音を表現す
る電気信号である。制御装置は、例えばステップ／構成要素１１０によって、それぞれの
音響データ１０２及び１０６から音響レベルに関する値１１２及び１１４を抽出する。そ
の後、ステップ／構成要素１１６で、制御装置は、音響レベルに関する基準値１１７とし
て、（第２の音響検出器から検出される音に由来する）値１１４を設定する。次のステッ
プ／構成要素１１８で、制御装置は、基準値１１７に対する値１１２の偏差を求める。次
いで、制御装置は、この偏差に基づいて、照明ユニット１２０を調節する。
【００４２】
　この特定の例では、偏差は、値１１２と値１１７の差であり、差が正である場合には、
制御装置は、特定の比例定数を使用して、差に比例して照明ユニット１２０の照光強度を
低下させる。そのような比例定数は、ユーザによって決定され、制御装置に提供されてよ
く、製造中に設定され得る照光に対する音響フィードバックの応答性に影響を及ぼす。一
変形形態では、制御装置は、偏差が負である場合にも照光強度レベルを高めることもでき
るが、これは必須ではない。空間的又は時間的な色変化、照明方向、照明パターンなど（
照光の点滅など）、照明条件に対する他の調節も使用され得る。
【００４３】
　この例では、第１の音響信号を検出するための検出器１０４は、照明ユニット１２０に
関連付けられ、これは、照明ユニットがその照光を提供する位置で検出器１０４が音を検
出することを意味する。同時に、検出器１０８は、照明ユニットが照光を提供する位置と
は異なる位置で音を検出する。これは、好ましくは、照光位置から生じる音が迷惑なもの
になっていることがある近隣位置である。照明システムの更なる構成は、図２及び図３に
関連付けて論じる。図１の例の一変形形態では、基準値１１７は、値１１２と値１１４の
平均として設定される。
【００４４】
　この例の更なる一変形形態では、更に、制御装置は、第３の音響検出器１２４からの第
３の音響データ１２２のための入力部を備えて構成される。この場合の第３の音響検出器
は、照光が提供される位置とは異なり、また第２の検出器が音を検出する位置とも異なる
更に別の位置から音を検出する。ここでも、音響データは、検出された音を表現する電気
信号である。ステップ１１０で、これらの音響データから、音響レベルに関する値１２６
が抽出される。ステップ／構成要素１１６で、基準値１１７が、値１１４と値１２６の平
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均として設定される。従って、ステップ１１８で求められる差は、ここでは、照光が提供
される位置以外の少なくとも２つの位置に関するものである。このようにすると、平均パ
ラメータ値は、制御装置が照明システムで使用されるときに、背景音レベルを表すことが
できる。
【００４５】
　図１の例示的な制御装置は、例えばユーザ操作可能な入力デバイス１３０によって提供
される音響レベルのしきい値１２８のための入力部を備えて構成され得る。
【００４６】
　このとき、この変形形態での制御装置は、測定された幾つかの音響レベル値を入力され
た音響レベルしきい値と比較するためにしきい値を使用する多くの形態で構成され得る。
例えば、制御装置は、ステップ１１６で、値１２８を値１１４（及び／又は適用可能であ
れば値１２６）と比較することができ、この目的は、個々の値（１１４又は１２６）がし
きい値１２８を超えている場合には、基準を設定するためにこれらの値を使用しないこと
を決定することである。従って、制御装置フィードバックは、しきい値レベル上限によっ
て制限され、手動入力制御機能をユーザに提供する。その結果、照光領域外で測定された
音響信号が高すぎる場合、それらは基準値に関する使用から除外され、それにより基準値
の高さを制限する。最終的に、上記の場合、検出器から制御装置によって取得された値が
全てしきい値以上である場合には、基準値１１７がしきい値に（一時的に）設定され得る
。
【００４７】
　しきい値を使用する上述したフィードバックの代替又は追加として、制御装置は、値１
１２と値１２８の差を求める狙いで、しきい値１２８を、照光領域内で検出された音に由
来する値１１２と比較し、差が正であるとき（第１の音響信号レベルが基準音を超えると
き）にのみ照光を調節することを決定することが可能であるように構成されてもよい。従
って、実際上、しきい値又は好ましくは更なるしきい値は、照光の実際の調節が行われる
前に最小偏差を定義するために使用され得、基準値１１７に対する第１の音の音響レベル
パラメータの値１１２の求められた実際の偏差がこの最小偏差を超える必要がある。従っ
て、照光の調節が緩衝され、即ち、照明調節による実際のフィードバックが行われずに、
限度内で何らかの所定の偏差が生じることが許される。限度内の音響レベル値の偏差は、
比較的迷惑ではないものと知覚され得、従って、この実施形態では、照光調節自体が迷惑
なものにならないようにしながら、照光変化を使用するフィードバックとのバランス、例
えばより安定した照光を提供する。
【００４８】
　制御装置は、しきい値を記憶するためのメモリを有していてよい。しかし、これは、図
１には示されていない。
【００４９】
　図１Ｂは、２つの照明ユニットを制御することが可能な制御装置の一例を示す。
【００５０】
　図１Ａと図１Ｂでの同様の参照番号は、同様の特徴を示す。照明ユニット１２０の制御
は図１に関して述べた。入力データ１０２及び１０６のみが存在する例から始めると、照
明ユニット１２０’の制御のために、制御装置は、ステップ／構成要素１１６’で、更な
る基準値１１７’を音響レベル値１１２に設定する。次のステップ／構成要素１１８’で
、制御装置は、基準値１１７’に対する値１１４の更なる偏差を求める。次いで、制御装
置は、更なる偏差に基づいて、照明ユニット１２０’を調節する。
【００５１】
　図１Ｂのこの例では、第２の音響信号を検出するための検出器１０８は、照明ユニット
１２０’に関連付けられ、これは、照明ユニット１２０’がその照光を提供する位置で検
出器１０８が音を検出することを意味する。同時に、検出器１０４は、照明ユニット１２
０’が照光を提供する位置とは異なる位置、即ち図１Ａを参照して述べたように照明ユニ
ット１２０がその照光を提供する位置で音を検出する。従って、制御装置は、領域内で使
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用される音響検出器に基づいて照明ユニットがそれらの照光領域へのフィードバックを提
供できるようにするのと同様に、２つの音響信号データ入力１０２及び１０６に基づいて
２つの照明ユニット１２０及び１２０’を制御することが可能である。照明システムの更
なる構成は、図２及び図３に関連付けて論じる。
【００５２】
　照明ユニット１２０’の制御のために、ここでも、より多くの音検出入力（例えばデー
タ１２２からの値１２６）が利用可能であるときには平均値が使用され得て、これは、照
明ユニット１２０の制御に関して述べたのと同様に行うことができるが、入力１０６のデ
ータに関連付けられるときに、照明ユニット１２０の制御に適した音響信号を使用及び／
又は除外する。また、照明ユニット１２０の制御に関する場合と同様にしきい値が使用さ
れ得る。
【００５３】
　本発明の制御装置は、本発明によるシステムで使用される。図２は、フットプリント２
０１を有する空間内部に配置された照明システム２００を示す。符号Ａ～Ｍを付された矩
形は、マイクロフォン２０２が組み込まれた照明ユニット（個別には示されていない）を
それぞれ有する照明器具を表す。見やすくするために、ただ１つのマイクロフォンが、参
照番号２０２を付して示されている。マイクロフォンは、空間内での、及びマイクロフォ
ンが組み込まれた照明器具の近傍での局所音響レベルを測定する。従って、照明器具の近
傍は、照明器具Ｆ及びその音響検出器に関する領域２０４で示されるように、照明器具に
よって照明される領域とほぼ一致する。
【００５４】
　各照明器具は、照明器具内部の照明ユニットを制御するために、図１Ａに示される制御
装置を備える。照明器具は、それらの通信デバイス（個別には示されていない）によって
、それらの測定された音響レベルを周囲の照明器具に通信する。
【００５５】
　従って、（図示される）照明器具Ｆの近隣２０４（空間内の第１の位置）で、その周囲
（例えば照明器具Ｇの位置２０６）に比べてかなり大きな音が生成される場合、照明器具
Ｆは、その光出力を変更する。この例では、照明器具Ｆは、その光出力を減衰する。この
場合、光出力が変更されるべきであるか判断するための基準は、周囲環境によって決定さ
れる。従って、基準は相対的なものであり、絶対的なものではない。
【００５６】
　この場合の各照明器具の制御装置は、４つの周囲の照明器具から音響データを受信する
ことが可能である。従って、例えば、照明器具Ｆが、それ自体のマイクロフォンからだけ
でなく、照明器具Ｂ、Ｅ、Ｇ、及びＫのマイクロフォンからも音響データを受信する。次
いで、照明器具Ｆの制御装置は、これらの周囲音響データを使用して、領域２０４のごく
近傍に関する平均音響レベルを求める。照明器具Ｆの制御装置は、第２及び第３の音響検
出器に関して図１Ａを参照して述べたのと同様に、その周囲の検出器から音響レベルに関
する４つのそのような値を取得し、そこから、平均音響レベルからの領域２０４内の音響
レベルの偏差を求めることが可能である。
【００５７】
　従って、この場合、基準は、周囲の照明器具の平均音響レベルに基づき、例えば、平均
よりも高い一定の段階、平均レベル自体、又はより複雑なアルゴリズムが使用され得る。
照明器具間の通信は、符号化された光又は音響信号に基づいていてよく、従ってインフラ
ストラクチャは不要である。代替として、通信は有線式でよく、又は照明器具への電力供
給に変調されてもよい。更なる一変形形態では、通信は、制御装置間及び／又はマイクロ
フォンと制御装置との間で無線式でよい。無線通信は、当技術分野で知られている無線通
信用の受信機及び送信機を使用して行われ得る（見やすくするために、これらのデバイス
は図面に示されていない）。
【００５８】
　しきい値を超える信号に応答する光出力（例えば強度及び／又は色温度）の変更と同様
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に、照明器具もその出力を変更することができ、例えば、測定された音響レベルが周囲の
照明器具から導出された測定された音響レベルよりも低いときに、その光出力パラメータ
（やはり強度及び／又は色温度）を増加することができる。
【００５９】
　一例では、システムは、図２の例に関して述べたように、一体型照明器具を備える。し
かし、マイクロフォン及び／又は制御装置が照明ユニットとは別々に取り付けられてもよ
いので、これは必須ではない。空間の１つの照光領域内に音を検出するための１つのマイ
クロフォンが存在する限り、システムは、この領域内及び周囲でその機能を実施すること
が可能である。
【００６０】
　図３に示される第２の例では、図２を参照して述べた照明システムがやはり存在するが
、この場合には、照明器具Ａ～Ｍの各照明ユニット及び各検出器と通信する中央制御装置
３００が存在するという相違点がある。照明器具内に他の制御装置は存在しないが、例外
として、無線通信信号を受信し、これらを照明器具のためのそれぞれの照光変化信号に変
換する制御装置は存在し得る。図３では、制御装置と照明器具Ｆ及びＧとの間に２つの通
信制御接続（両方向矢印）のみが示されており、見やすくするために、照明器具Ｂ、Ｅ、
及びＫに関するものは省略されている。ここで、制御装置は、複数、この場合には１６個
の照明ユニット（照明器具Ａ～Ｍ）を制御することが可能な図１Ｂを参照して述べたタイ
プのものである。また、１６個の音響検出器からの入力を受信することも可能である。音
響データを受信して処理した後、制御装置は、異なる照明ユニットに適正な制御信号を提
供する。
【００６１】
　中央制御装置の利点は、より複雑なアルゴリズムが使用され得ることである。音と位置
の他のタイプの相関（ミーティングテーブルでの会話など）とは別の形で処理され得る音
と位置の相関（例えば人が自分のデスクに座って雑談している）が存在し得る。アルゴリ
ズムは、固定型でよく、又は音の減少を実現する効果も測定され得るので自己学習型でも
よい。
【００６２】
　第３の例は、照明制御を能動音響増幅システムと組み合わせる。
【００６３】
　音響空間内の人々によって発せられる話声がピックアップされて増幅され、その後、指
向性スピーカによって同じ音響空間内に返される局所音響増幅システムが、本出願人によ
って提案されている。ユーザがより小声で話すことができるようにすることによって、シ
ステムは、音響空間内のユーザの話声が、（漏れ聞こえやすいことがある）通常の多方向
性の音から、音響空間内への指向性の音に変換されるようにする。
【００６４】
　図４は、図２及び図３のものなど本発明の照明制御と組み合わされ得る局所増幅システ
ムを示す。
【００６５】
　音響空間４１０は、領域２０６を備え、この領域２０６において、領域の利用者は、近
くにいる他の人々によって聞かれることなく、又は近くにいる他の人々を妨げることなく
互いに会話することができ、また、この領域２０６は、図２及び図３で例えばＧで表され
る照明器具によって照光される。例えば、音響空間４１０は、２人の会議参加者４１４が
議論しているテーブル４１２を備える。近くにいる他の人々４１６は迷惑に感じない。こ
れは、会議参加者４１４が話をするのに必要な声量を減少させ、空間４１０内部で指向性
での話声の増幅を提供することによって実現される。システムは、マスキングノイズを追
加せず、それにより、空間全体の全体的な騒音レベルの増加を避ける。
【００６６】
　システムは、オーバーヘッドユニット４１８（ハウジング）を有し、オーバーヘッドユ
ニット４１８は、拡声器４００と、照明ユニット４２０（上で説明したように制御される
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）と、マイクロフォン構成４３０（上述したように照明制御システムによって使用される
）とを含む。マイクロフォン構成４３０は、オーバーヘッドユニット４１８の一部でも、
テーブル４１２の一部でも、音響空間内の自立型マイクロフォン又はマイクロフォンセッ
トでもよい。
【００６７】
　このシステムの狙いは、人々４１６に向かって放射される音を最小限にしながら、主に
会議参加者４１４への音の放射を生じる拡声器又は拡声器アレイを使用することによって
、会議参加者４１４の話声を増幅し、他の（気軽な）会議のメンバー４１４に向けること
である。追加された増幅された音は、望みの方向に向けて指向され、拡声器によって放射
された追加された音のレベルは、元の話声信号よりも高いレベルに増幅され得、それによ
り、話をする会議参加者４１４がより小さい声で話すことができる。
【００６８】
　一例では、オーバーヘッドユニット４１８は、ドームを備え、ドーム内に拡声器アレイ
が組み込まれ、ドームの縁部に取り付けられたマイクロフォンによって受信された話声を
指向する。音は、主にテーブル４１２に向けて指向され、テーブル以外の方向への音放射
を抑制し、従って、テーブルの傍に座っていない又は立っていない人々４１６がなるべく
うるさく感じないようにする。
【００６９】
　拡声器システムは、照明システム内に組み込まれ得る。
【００７０】
　照明は、システムの位置に人を直感的に引き寄せるように魅力的なものでよい。通常、
人々は、より高い光レベル及びより暖かい光に引き寄せられる。これは、オープンプラン
オフィス内に魅力的なミーティングポイントを形成し、なるべく同じ部屋内の他の人々の
気が散らないようにする。ワークデスクの近くの気軽に使えるオープンなワークスペース
は、共同作業に非常に効率的である。
【００７１】
　オーバーヘッドユニットへのシステムの組込みは、拡声器システムが、天井全体にわた
ってではなく、部屋内の一点又は数点にのみ設置され得ることを意味する。
【００７２】
　本発明によれば、オープンスペースの他の領域にいる人々に影響を及ぼすと判断される
点まで音響レベルが増加した場合に、照明が制御される。例えば、光は、話声が大きくな
りすぎたときにはゆっくりと減衰し始める（又は点滅し始める、又は光の色彩効果を与え
る）ことがあり、従って、会議中の発話者に、声を落とすように視覚的フィードバックを
与える。
【００７３】
　更に、増幅の量は、環境内で測定される音に応じて調節され得る。増幅システムの下で
の会話によって大きすぎる音が生成される場合、増幅は増加され得る（逆も成り立つ）。
増幅の増加は、照明器具の下にいる人々により多くのフィードバックを提供し、そのよう
な環境内では人々が声を落とすことが知られている。従って、ユーザに声を落とさせるフ
ィードバックは、視覚的なものと聴覚的なものの両方でよい。
【００７４】
　音響レベルの低下を促すための照明の使用に加えて、光効果は、ミーティングポイント
での話声レベル及び話声内容に反応することも可能である。光レベル、色温度、色、分布
などが、会議のタイプ（ブレーンストーミング、又はコーヒーを飲みながらの気軽な議論
など）に適合され得る。
【００７５】
　照明条件は、音響レベルが許容範囲内である場合には最適になり、許容範囲内でないレ
ベルでユーザが音を発生した場合には最適でなくなるように設定し得る。このフィードバ
ックも、より適度な騒音レベルをもたらす。
【００７６】
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　図４の形態では、会議中の人々が位置する領域の真上に２次元拡声器アレイが位置決め
される。話声は、マイクロフォンによってピックアップされ、拡声器によって再生され、
それにより（騒音を除去するための適切な信号処理によって）了解度が高められ、その一
方で、会話に参加していない人々がなるべくうるさく感じないようにする。
【００７７】
　上述したように、全般的な発明では、制御装置は、最良の結果を得るためにフィードバ
ックシステムを調節する自己学習型アルゴリズムを実装してもよい。個々の照明ユニット
の制御に加えて、全般的な騒音レベルが高すぎる場合には、全般的な照明が減衰され得る
。
【００７８】
　音響増幅システムは、音響レベルが高すぎる場合に使用され得る。従って、照明フィー
ドバック制御が、第１の手段として使用され得て、音声フィードバック制御が、第２の手
段として使用され得る。
【００７９】
　フィードバックループは、例えば５～１０分の典型的な調節時間を有する遅い応答を有
する。
【００８０】
　上述したように、様々な制御アルゴリズムが可能である。これらは、単純な平均化及び
しきい値設定から、より複雑な学習アルゴリズムまで及ぶことがある。一般に、全般的な
騒音レベルの推定が行われ得て、これを一定量だけ超える音響レベル（例えば、ｄＢの所
与の数値又はｄＢのパーセンテージの増加）が照光制御をトリガして、局所音響レベルを
減少させるように人々に影響を与えることを試みる。必要な制御アルゴリズムを実施する
のに必要とされる制御装置の実装は、当業者にはごく普通のことである。
【００８１】
　本発明は、フィードバック制御システムを備える少なくとも１つの照明ユニットとして
実装され得るが、部屋内に他の（天然又は人工の）照明が存在するであろう。このとき、
フィードバック制御を備える１つの照明ユニットは、会話を行うことが推奨される領域を
照明するために使用され得る。例えば、この領域は、会議空間であり、部屋の他の領域は
、オフィス空間でよい。しかし、本発明は、上で説明したように、フィードバック制御を
備える多くの照明ユニットで実装され得る。全般的な音響レベルは、個々の照明ユニット
に関連付けられるマイクロフォンから、又は専用の追加のマイクロフォンを用いて導出す
ることができる。
【００８２】
　マイクロフォンは、本質的に、音響レベルを検出する。全般的な音響レベルは、騒音レ
ベルとみなされ得る。照明ユニットの近傍での音響レベルは、部屋の他の領域内の人々に
対する騒音ともみなされる。従って、音響レベルの検出は、本質的に騒音レベルの検出に
等しい。
【００８３】
　照明条件を制御するために使用される検出された音響レベルはコマンドではなく、従っ
てシステムは音声作動式の制御を実装していない。そうではなく、検出された音響レベル
は、単に、局所音量の尺度である。話声の解釈又は予めプログラムされた音パターン（拍
手など）の検出は必要なく、従ってシステムはその機能を完全に受動的に提供し、照明条
件が適合される必要がある時を検出するためにユーザコマンド入力を何ら必要としない。
【００８４】
　しかし、ユーザからのコマンドを必要としない追加の機能が追加されてもよい。例えば
、話声でない、従って無視されてよい音を識別するために、音響処理が使用され得る。こ
れらの音は、プリンタ雑音やコーヒーメーカーの音などでよい。従って、しきい値レベル
と比較される音は、人の声によって引き起こされ得る音のみでよい。
【００８５】
　システムの好ましい実装形態は、照光条件の変化が、声量を下げる必要があることを示
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す信号であることを理解するように、ユーザが訓練されることを必要とする。従って、明
るさ変化、色変化、又はフラッシュパターン（又はこれらの組合せ）を含めた任意の照明
変化が使用され得る。また、明るさの減少は人々に直感的に声を落とさせるが、それでも
、それらのユーザは、照明の減衰が、騒音レベルが高すぎることを示しているという忠告
を受けることが好ましい。
【００８６】
　本明細書で開示される実施形態に対する他の変形形態は、図面、本開示、及び添付の特
許請求の範囲を検討すれば、本願で特許請求される発明を実施する際に当業者には理解さ
れて実施され得る。特許請求の範囲において、用語「備える」は、他の要素又はステップ
を除外せず、「１つの」は、複数を除外しない。特定の手段が互いに異なる従属クレーム
に記載されていることだけでは、これらの手段の組合せを有利に使用することができない
ことを示さない。特許請求の範囲内の参照符号は、範囲を限定するものと解釈されるべき
ではない。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】

【図３】
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